
 （7） 道路交通振動に係る要請限度   （昭和 51 年 11 月総理府令第 58 号） 

       夜間       時間の区分 

区域の区分 

昼間 

  

第１種区域 ６５デシベル ６０デシベル 

第２種区域 ７０デシベル ６５デシベル 

  備考   

   第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域

をいう。 

  １ 第1種区域   良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に

供されているため、静穏の保持を必要とする区域。 

  ２ 第2種区域   住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民

の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等

の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、

著しい振動の発生を防止する必要がある区域。 

 


